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子育て世帯への
臨時特別給付の支給対象者が

見直されました！

子育て世代のみなさんへ

　
「
令
和
３
年
度
子
育
て
世
帯

臨
時
特
別
支
援
事
業（
子
育
て

世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
）」を

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
給
付
金
を
受
け
取
れ
な
い

方
に
も
支
給
を
実
施
す
る
よ
う

に
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

●
新
た
な
対
象　

　

①
ま
た
は
②
の
方
、
か
つ
給

付
金
受
給
者
の
配
偶
者
で
あ
っ

た
方
で
、
離
婚
な
ど
を
し
た
方
、

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方（
＊
）

①
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手

当
の
受
給
者
で
な
か
っ
た
が
、

令
和
４
年
３
月
分
の
児
童
手

当
の
受
給
者
に
な
っ
た
方

②
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
、

高
校
生
等
を
養
育
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
令
和
４
年
２
月

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
な
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
に
対
し
、
学
用
品
費
、
学
校

給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど
の

援
助
を
行
い
、
義
務
教
育
の
機

会
均
等
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

制
度
で
す
。

●
対
象

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
生
活
保
護
世
帯
の
方

●
必
要
書
類

（
１
）申
請
書

（
２
）令
和
４
年
２
月
28
日
ま
で

に
離
婚
し
た
こ
と
が
わ
か
る

書
類（
戸
籍
謄
本
な
ど
）ま
た

は
、
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者

と
別
居
し
て
い
る
場
合
は
そ

の
事
実
を
確
認
で
き
る
書
類

（
３
）住
民
票

（
４
）申
請
者
の
令
和
３
年
度
市

町
村
民
税
課
税
証
明
書
・
非

課
税
証
明
書（
令
和
３
年
１

月
１
日
に
町
内
に
住
民
票
を

有
し
て
い
た
方
は
不
要
）

※
児
童
手
当
の
受
給
者
変
更
を

既
に
行
っ
て
い
る
場
合
は（
２
）

（
３
）（
４
）の
書
類
は
不
要

●
申
請
方
法 　

　
４
月
28
日
木▢
ま
で
に
必
要
書

類
を
郵
送（
当
日
必
着
）ま
た
は

ど
さ
れ
て
い
る
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方

・
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す

る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を

受
け
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
が
町
の
基
準
額

以
下
の
方

・
離
職
な
ど
に
よ
り
今
年
の
所

得
見
込
み
が
町
の
基
準
額
以

28
日
時
点
に
高
校
生
等
を
養

育
し
て
い
る
方

＊
海
外
か
ら
入
国
し
、
児
童
手

当
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
場

合
＊
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別

居
し
て
い
る
場
合
や
、
養
子

縁
組
、
海
外
か
ら
の
帰
国
に

よ
り
、
養
育
者
が
代
わ
っ
て

い
る
場
合　
な
ど

●
支
給
金
額

　
児
童
１
人
あ
た
り
10
万
円

※
給
付
金
の
受
給
者
か
ら
当
該

給
付
に
相
当
す
る
額
の
金
銭

等
を
受
け
取
っ
て
い
た
場
合

お
よ
び
対
象
児
童
の
た
め
に

給
付
金
の
受
給
者
が
当
該
給

付
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
等

を
消
費
し
て
い
た
場
合
は
そ

の
額
を
控
除

・
当
該
年
度
に
生
活
保
護
が
停

止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
世
帯

の
方

・
町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る
方

・
個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資

産
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方

・
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
さ

れ
て
い
る
方

・
国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
な

直
接
問
い
合
わ
せ
先
へ 

●
所
得
制
限
に
つ
い
て

　
支
給
対
象
と
な
る
の
は
、
保

護
者
の
所
得
が
児
童
手
当（
本

則
給
付
）の
支
給
対
象
と
な
る

金
額
と
同
等
未
満
の
場
合
で
す

（
児
童
１
人
あ
た
り
月
額
一
律

５
０
０
０
円
が
支
給
さ
れ
る
方

は
対
象
外
）。
詳
細
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ

問
児
童
課　
内
線
１
４
５

下
の
方

●
対
象
に
該
当
す
る
方

　
問
い
合
わ
せ
先
へ
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

●
受
付　
随
時

問
学
校
教
育
課　
内
線
１
７
５

就学援助制度
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子育て世代のみなさんへ

ひとり親
家庭等に関する

手当制度

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活

の
安
定
と
児
童
の
健
全
育
成
の

た
め
、
児
童
を
監
護
養
育
す
る

方
へ
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
お
よ
び
児
童
は
、
町
内
に
居

住
し
て
い
れ
ば
国
籍
は
問
い
ま

せ
ん
。

　
手
当
は
、
国
の
児
童
扶
養
手

当
、
県
遺
児
手
当
、
町
遺
児
手

当
で
、
す
べ
て
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
手
当
の
概
要
や
支
給

要
件
、
所
得
制
限
に
つ
い
て
は

問
い
合
わ
せ
先
へ

●
注
意

　

事
実
婚（
異
性
の
頻
繁
な
訪

問
や
同
居
、経
済
的
援
助
な
ど
）

の
場
合
は
、
手
当
は
申
請
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
各
手
当
を
受

給
中
の
方
が
事
実
婚
と
な
っ
た

場
合
は
資
格
喪
失
や
返
還
な
ど

が
生
じ
ま
す
。

●
一
部
支
給
停
止
措
置
な
ど

　
児
童
扶
養
手
当
は
原
則
、
手

当
の
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
と
、

受
給
資
格
者
が
父
ま
た
は
母
の

場
合
、
手
当
の
２
分
の
１
が
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
①
ま
た
は
②
に
よ

り
必
要
書
類
を
期
限
内
に
提
出

し
た
場
合
、
支
給
停
止
が
解
除

さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は

通
知
し
ま
す
の
で
、
必
要
書
類

を
郵
送
ま
た
は
直
接
問
い
合
わ

せ
先
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
の
状
況
や
家
族
の
状
況

な
ど
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い

①
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

・
就
業
し
て
い
る

・
求
職
活
動
な
ど
の
自
立
を
図

る
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る

・
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障

が
い
が
あ
る

・
負
傷
ま
た
は
疾
病
な
ど
に
よ

り
就
業
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る

・
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
監
護
す
る
児
童
ま
た

は
親
族
が
障
が
い
、
負
傷
、

疾
病
、
要
介
護
状
態
な
ど
に

あ
り
、
介
護
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
就
業
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る

② 

①
に
該
当
し
な
い
た
め
、

児
童
課
で
相
談
し
、
そ
の
上

で
求
職
活
動
な
ど
を
行
っ
た

場
合

●
そ
の
他

　
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合

わ
せ
先
へ

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
児
童
課　
内
線
１
４
０

児童扶養手当 県遺児手当 町遺児手当
受給者

（申請者） 父、母、養育者（祖父母、おじ、おばなど）

支給対象
児童

死別、離婚などにより父または母と生計を同一にしていない児
童、父または母に重度の障がいがある児童

支給期間
児童が18歳到達年度の末日まで
※施行令で定める程度の障がいがあ
る方は20歳未満まで

児童が18歳到達年度の末
日までの最長５年間

手当月額
（令和４年度）

▶児童１人の場合
　全額支給　43,070円
　一部支給　43,060円～10,160円
▶児童２人の場合の加算額
　全額支給　10,170円
　一部支給　10,160円～5,090円
▶児童３人以上の場合の加算額

（１人増すごとに加算）
　全部支給　6,100円
　一部支給　6,090円～3,050円

児童１人
につき
・１～３年目
　4,350円
・４～５年目
　2,175円
・６年目以降
　０円

児童１人
につき

5,000円

　
保
育
所
・
幼
稚
園
や
学
校
の

生
活
に
な
じ
め
な
い
、
学
習
に

集
中
で
き
な
い
、
理
解
力
は
あ

る
の
に
文
字
を
読
む
こ
と
が
苦

手
な
ど
、
気
に
な
る
子
ど
も
の

理
解
の
仕
方
や
支
援
の
方
法
に

つ
い
て
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
と
こ
ろ　
県
立
大
府
も
ち
の

き
特
別
支
援
学
校

●
対
象　
東
浦
町
、大
府
市
、東

海
市
、豊
明
市
に
在
住
の
保
護
者

お
よ
び
保
育
所・幼
稚
園
、小・中

学
校
、高
等
学
校
に
在
勤
の
先
生

●
相
談
料　
無
料

●
受
付　
随
時

※
相
談
日
時
は
電
話
申
込
時
に

相
談
の
う
え
決
定

●
そ
の
他

・
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

・
電
話
相
談
の
み
の
受
付
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
県
立
大
府
も
ち
の
き
特
別

　
支
援
学
校　
相
談
支
援
部

☎（
４
６
）３
０
１
１

県立
大府もちのき
特別支援学校

よつば相談


